
介
護
保
険
負
担
割
合
証
等
を
更
新
し
ま
す

多
久
市
行
財
政
改
善
協
議
会
委
員
募
集

inform
ation 

福
祉
課

inform
ation 

総
合
政
策
課

▼
問
い
合
わ
せ　
佐
賀
中
部
広
域
連
合 

給
付
課 

給
付
係　
☎
４0

−

１
１
３
４

　
福
祉
課 

地
域
包
括
支
援
係　
☎
７５

−

６
０
３
３

▼
問
い
合
わ
せ　
総
合
政
策
課 

企
画
係　
☎
７５

−

２
１
１
６

◆
介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
送
付
し
ま
す

　
今
お
持
ち
の
負
担
割
合
証
（
白
色
）
は
、
有

効
期
限
が
７
月
３１
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。
７
月

中
旬
に
要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

人
へ
新
し
い
負
担
割
合
証
（
白
色
）
を
佐
賀
中

部
広
域
連
合
よ
り
郵
送
し
ま
す
。
更
新
手
続
き

は
不
要
で
す
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
人
は
、
新

し
い
負
担
割
合
証
を
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の
更
新
手
続
き

　
今
お
持
ち
の
認
定
証
（
ピ
ン
ク
色
）
は
、
有

効
期
限
が
７
月
３１
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。
介
護

保
険
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
や
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
を
利
用
す
る
人
で
、
８
月
以
降
も
引
き
続

き
認
定
証
が
必
要
な
場
合
は
、
７
月
１
日
か
ら

７
月
２９
日
ま
で
に
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
新
し
い
認
定
証
は
８
月
に
郵
送
し
ま
す
。

　
社
会
や
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
適
正

か
つ
効
率
的
な
市
政
の
実
現
を
目
的
と
し
、
市

政
の
改
革
に
つ
い
て
、
よ
り
広
く
市
民
の
立
場

か
ら
意
見
を
い
た
だ
く
た
め
、
委
員
を
募
集
し

ま
す
。

公
募
人
員
：
３
人

任
　
　
期
： 
委
嘱
を
し
た
日
か
ら
平
成
３１
年
３

月
３１
日

対
　
　
象
： 

市
内
に
在
住
、
在
勤
も
し
く
は
在

学
し
て
い
る
満
２0
歳
以
上
の
人

委
員
報
酬
： 

協
議
会
に
出
席
を
し
て
い
た
だ
い

た
場
合
に
、
１
回
５
，
１
０
０
円

を
お
支
払
い
し
ま
す
。（
年
に
１

～
２
回
程
度
）

応
募
用
紙
： 

総
合
政
策
課
に
準
備
し
て
い
る
も

の
（
多
久
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）。

応
募
方
法
： 

応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
総
合
政
策
課
へ
提
出
く
だ
さ

い
。

応
募
期
限
：
７
月
８
日
㈮

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
中
で
す
！

マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
解
説
⑾

　
個
人
番
号
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）
カ
ー
ド
の
交
付
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
受
け
取
り
に
来
庁
さ
れ
る
際
に
は
、
必
要
書
類
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

【
カ
ー
ド
交
付
時
に
持
っ
て
く
る
も
の
】

□
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）

□
通
知
カ
ー
ド

□
本
人
確
認
書
類

□
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

　
（
持
っ
て
い
る
人
の
み
）

※ 

病
気
や
障
害
な
ど
に
よ
り
入
所
・
入

院
中
の
た
め
、
代
理
人
が
受
け
取
る

場
合
は
必
要
書
類
が
異
な
り
ま
す
。

事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※�

本
人
確
認
書
類
と
は
…
「
な
り
す
ま
し
防
止
」

の
た
め
に
、
必
要
な
写
真
付
き
の
公
的
な
証

明
書
で
す
。

　
�

１
点
で
よ
い
も
の
（
写
真
付
き
・
有
効
期
限

内
の
も
の
）
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど

　

�

２
点
以
上
必
要
な
も
の
（「
氏
名
・
生
年
月
日
」

ま
た
「
氏
名
・
住
所
が
記
載
さ
れ
、
市
長
が

適
当
と
認
め
る
も
の
」
健
康
保
険
証
、
介
護

保
険
証
、
年
金
手
帳
、
社
員
証
、
学
生
証
、

医
療
受
給
者
証
、
預
金
通
帳
な
ど

【
注
意
！
】
届
い
て
い
ま
す
か
？
「
通
知
カ
ー
ド
」

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
し
た「
通
知
カ
ー
ド
」は
、簡
易
書
留（
転
送
不
可
）

で
、
住
民
票
の
住
所
地
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
受
け
て
と
っ
て
い
な
い
人
は
、
郵
送
時
不
在
で
あ
っ
た
か
、
現
在

の
住
ま
い
と
住
民
票
の
住
所
が
異
な
っ
て
い
る
等
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す

の
で
、
市
民
生
活
課　
窓
口
係
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
時
間
外
交
付
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す

　
仕
事
等
で
平
日
の
開
庁
時
間
内
に
、個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
が
で
き
な
い
人
に
、

時
間
外
交
付
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
時
間
外
交
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
事
前
の
電
話
予
約
が
必
要
で
す
。

【
時
間
外
窓
口
】　
毎
週
火
曜
日　
１７
時
１５
分
～
１９
時
ま
で

（
第
３
週
を
除
く
）
毎
週
日
曜
日　
９
時
～
１２
時
ま
で　
※
₆
月
３0
日
ま
で

　
予
約
先
：
市
民
生
活
課 

窓
口
係　
☎
７５

−

６
１
１
６

介護保険負担割
合証（白色）

inform
ation 

市
民
生
活
課

▼
問
い
合
わ
せ　
市
民
生
活
課 

窓
口
係　
☎
７５

−

６
１
１
６
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